
 

 

   

   

   

補助金により取得した財産が、処分制限補助金により取得した財産が、処分制限補助金により取得した財産が、処分制限

財産に該当する場合は（様式財産に該当する場合は（様式財産に該当する場合は（様式111111---222）取）取）取

得財産等管理明細表の提出が必要です。得財産等管理明細表の提出が必要です。得財産等管理明細表の提出が必要です。   

※共同事業の場合は、事業者別※共同事業の場合は、事業者別※共同事業の場合は、事業者別   

（それぞれ別々）の提出が必要です。（それぞれ別々）の提出が必要です。（それぞれ別々）の提出が必要です。   

（？処分制限財産とは）（？処分制限財産とは）（？処分制限財産とは）                  

[（様式第１1－２）取得財産等管理明細表]の提出  

 

 

 

◆処分制限財産の取得に係る様式について 

処分制限財産に係る様式は、 

２種類（以下）あります。 

・（様式11-1）取得財産等管理台帳 

・（様式第11-2）取得財産等管理明細表 

 

（様式11-1）は、補助事業者が備え、 

管理します。 

（様式11-2）は、実績報告時にご提出を

お願いします。 

⑥保管場所は正しいで

すか。 
⑤取得年月日は正しい

ですか。 

②③④証拠書類と同じ内容で記載されていますか。 

なお、様式第11-1,11-2の単価・金額はすべて 

消費税抜きの額を記入します。 

①（購入物に型番等が

ある場合は記入しま

す。） 

ｏｉｎｔ 

Ｐ 処分制限財産の取得に該当する「物品の購入」や「工事」等が、ご提出い

ただいた他の書類と同じ内容で記載されているか確認します。 

 

[(様式第１１－２）取得財産等管理明細表]    

① ③ ④ ⑤ ⑥ ② 

 

（様式第１１－２） 

【平成30年度予備費・日本商工会議所提出用】 

http://h3007.jizokukahojokin.info/3007jisseki/pdf/3007y11_help.pdf
http://h3007.jizokukahojokin.info/3007jisseki/ssk/3007Jy112.doc

